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令和４年度第２０回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和５年１月２４日 

                     担当部・課：保健福祉部保険年金課〔内線２３３２〕 

①件  名  

 国民健康保険出産育児一時金の見直しについて 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

国は、本年４月から出産育児一時金の額を全国一律で５０万円に引き上げるため、健康保険法施行

令等の改正を行うこととしている。 

また、県は県内市町村国保における事務の標準化を図るため、「出産育児一時金及び葬祭費の事務に

関する取扱いについて」を発出し、出産育児一時金の額を一律５０万円とする取り扱いを示した。こ

れにより、市町村によって取扱いが異なっている加算額は廃止される。 

【目的】 

石巻市国民健康保険の出産育児一時金について、健康保険法施行令等の改正に合わせて見直すとと

もに、県内市町村が同一の取扱いを行うことにより公平な保険給付を行う。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

 石巻市国民健康保険条例（平成１７年条例第１６４号） 

 石巻市国民健康保険条例施行規則（平成１７年規則第１１３号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和４年１２月 市町村国保への財政支援措置を盛り込んだ令和５年度政府予算案が閣議決定 

          「出産育児一時金等の支給額の引上げに伴う関係政令等の改正内容について」 

         （厚生労働省保健局国民健康保険課 事務連絡）  

令和５年 １月 「出産育児一時金及び葬祭費の事務に関する取扱いについて」 

（宮城県保健福祉部国保医療課長 通知） 

⑤主な内容 

 出産育児一時金の見直し 

 （１）出産育児一時金（石巻市国民健康保険条例） 

    被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金を

支給する（（２）の加算額と区分せず５０万円とする）。 

 （２）出産育児一時金加算額（石巻市国民健康保険条例施行規則） 

    産科医療補償制度（分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される保

険契約）対象分娩である場合、加算額として支給していたが、県内事務処理の標準化により

廃止する。 

 改正後 現 行 

（１）出産育児一時金 ５００，０００円 ４０８，０００円 

（２）出産育児一時金加算額       廃止  １２，０００円 

合計 ５００，０００円 ４２０，０００円 

  ※令和５年４月１日以降の出産から適用 

 

【出産育児一時金支給実績】 Ｒ２年度８０件、Ｒ３年度７２件、Ｒ４年度１２月末現在４９件 

資料５ 
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⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 県内自治体間格差が生じない公平な保険給付を行うことができる。 

 

【市財政への負担】 

 令和５年度出産育児一時金支給見込件数 ８４件 

 ・８４件 × ８０千円（改正による増額分）＝６，７２０千円  

  

（財源） 

  一般会計繰入金（出産育児一時金繰入金）※地方交付税措置 ２／３  

  一般財源（保険税収入等） １／３  

⑦他の自治体の政策との比較検討 

他の市区町村においても、同様の改正を行う。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

令和５年 ２月 市議会第１回定例会に石巻市国民健康保険条例の一部改正について提案 

（施行予定年月日：令和５年４月１日）         

３月 石巻市国民健康保険条例施行規則の一部改正 

（施行予定年月日：令和５年４月１日） 

⑨その他 

  

 


